
福山市障がい者雇用奨励金交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，市内の事業所における障がい者の雇用の促進と安定を図るため，障が

い者を雇用する事業主に対して交付する福山市障がい者雇用奨励金（以下「雇用奨励金」

という。）について，福山市補助金交付規則（昭和４１年規則第１７号）に定めるもののほ

か，この要綱に定めるところによる。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによ

る。 

（１）障がい者 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）第２条

第１号に規定する障害者又は発達障害者支援法（平成１６年法律第１６７号）第２条第

２項に規定する発達障害者で市内に居住する者をいう。 

（２）事業主 市内において障がい者を就業させている事業所を営む者をいう。 

（３）国助成金 雇用保険法施行規則（昭和５０年労働省令第３号）第１１０条及び労働施

策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行

規則（昭和４１年労働省令第２３号）第６条の２に規定する身体障害者，知的障害者及

び精神障害者に係る特定求職者雇用開発助成金をいう。 

（４）雇用奨励期間 国助成金の助成対象期間の満了した翌月１日を起算日とし，起算日か

ら１８か月までの雇用の定着を奨励するための期間をいう。 

（５）対象障がい者 雇用奨励金の対象となった障がい者をいう。 

 

（交付対象） 

第３条 雇用奨励金の交付を受けることのできる者は，次の各号に定める要件のすべてに該

当する事業主をいう。 

（１）国助成金の対象となった障がい者を雇用し，国助成金を受給した事業主。ただし，障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成１８年厚生

労働省令第１９号）第６条の１０第１号に定める就労継続支援 A型による障がい者雇用

は除く。 

（２）国助成金の助成対象期間満了後も引き続き対象障がい者を雇用し，雇用奨励期間の満

了後も引き続き対象障がい者を常用労働者として雇用を継続することが確実と認めら

れる事業主。 

（３）国助成金の助成対象期間の満了後，雇用奨励金の雇用奨励期間において，当該雇入れ

に係る事業所の労働者を解雇した事業主（天災その他やむを得ない理由のために事業の

継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を

除く。）以外の事業主。 



 

（補助対象期間） 

第４条 雇用奨励期間のうち，最初の６か月を第１期とし，第１期が終了した後の１２か月

を第２期とする。 

２ 補助対象期間は，次に掲げる期の期間にわたって雇用を継続している場合に，当該各号

に定める期間とする。ただし，対象障がい者が補助対象期間の途中で事業主の都合によら

ない離職をした場合は，それぞれの期において雇用していた期間を補助対象期間（最大６

か月）とする。 

 （１）第１期 ６か月 

 （２）第２期 最初の６か月 

３ 前項の規定に関わらず，雇用奨励期間の起算日から１か月以内に離職した場合にはこの

期間を補助対象期間としない。 

 

（雇用奨励金額） 

第５条 雇用奨励金の額は，対象障がい者１人につき月額３０，０００円とする。ただし，

対象障がい者に支払う賃金の月額（月額が月払いとなっている場合は，支払われた賃金の

額を賃金が支払われる日の属する月の賃金とする。）が３０，０００円に満たない場合は，

当該対象障がい者に支払う賃金の月額に相当する額とする。 

 

（雇用奨励金交付の申請） 

第６条 雇用奨励金の交付を受けようとする事業主は，第１期分は，第１期経過後１か月以

内に，第２期分は雇用奨励期間終了後１か月以内に，福山市障がい者雇用奨励金交付申請

書（様式第１号）に支給対象者の月別内訳表（様式第２号又は様式第３号），対象障がい者

に係る国助成金の支給決定通知書の写し，出勤状況及び賃金支給状況の確認できる書類の

写しを添えて市長に申請するものとする。ただし，相当な理由により１か月以内の申請が

遅延した場合は，３か月以内を限度として申請できるものとする。 

 

（雇用奨励金交付の決定） 

第７条 市長は，前条の申請書を受理したときは内容を審査の上，適当と認めるときは福山

市障がい者雇用奨励金交付決定通知書（様式第４号）により，当該事業主に通知するもの

とする。 

２ 前項の通知書には，必要な指示又は条件をつけることができる。 

 

（雇用奨励金の請求） 

第８条 雇用奨励金交付の決定通知を受けた事業主が雇用奨励金の交付を受けようとすると

きは，所定の支出書により市長に請求しなければならない。 

 

（雇用奨励金の返還） 

第９条 市長は，偽りその他不正な手段により雇用奨励金の交付を受けた事業主があるとき



は，雇用奨励金の決定の取り消し，既に交付した雇用奨励金の全部又は一部の返還を求め

ることができる。 

 

（雑則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。 

 

 

   附則 

 この要綱は，昭和５６年４月１日から施行する。 

 

   附則 

１ この要綱は，平成元年４月１日から施行する。 

２ 平成元年３月３１日までに第１期分の交付決定を受けている事業主については，第７条

「第２期分は１２月を経過した後」を「第２期分は６月を経過した後」と読み替えて，同

条を適用する。 

附則 

この要綱は，平成３年４月１日から施行する。 

 

附則 

この要綱は，平成６年４月１日から施行する。 

 

附則 

この要綱は，平成９年４月１日から施行する。 

 

附則 

１ この要綱は，平成１０年４月１日から施行する。 

２ 平成１０年３月３１日までに第１期分の交付決定を受けている事業主については，第７

条の規程は，なお従前の例による。 

 

附則 

この要綱は，平成１１年４月１日から施行する。 

 

附則 

この要綱は，平成１２年４月１日から施行する。 

 

附則 

この要綱は，平成１５年４月１日から施行する。 

 

附則 



この要綱は，平成１８年４月１日から施行する。 

 

附則 

この要綱は，平成２１年４月１日から施行する。 

 

附則 

この要綱は，平成２２年４月１日から施行する。 

 

附則 

この要綱は，平成２４年４月１日から施行する。 

 

附則 

１ この要綱は，平成２７年４月１日から施行する。 

２ 平成２７年２月２８日までに国の助成期間が満了する事業主の福山市障がい者雇用奨励

金については，第３条第１号ただし書の規定は，適用しない。 

 

附則 

この要綱は，平成２８年４月１日から施行する。 

 

附則 

この要綱は，２０１９年（令和元年）１１月２０日から施行する。 

 

 


